
申請者氏名　                
交付対象者

備考 確認

市内へ転入後、1年以内の申請である。

転入日・世帯等の確認

（転入日が令和６年３月３１日以前の方）

支援金額：50万円

（転入日が令和６年４月１日以降の方）

支援金額：30万円

支援金額：50万円

30万円加算

就業要件

（就業の場合）

提出書類
振込口座は申請者本人のものを
記入すること

契約日が令和4年4月1日以降で
あること

所有権保存登記日が記載され
ていること

義務教育終了前の子の除く世
帯全員が署名（自署）すること

□ 上記世帯の方であって、18歳未満の世帯員を帯同し転入している。

申請者を含む２人以上の世帯員が、移住元及び申請時において同一世帯に属していた。

□ 単身である

□ 世帯の方：申請者を含む２人以上の世帯員が、移住元及び申請時において同一世帯に属していた。

□ 移住前の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し（転入前５年間の所在地、在住期間が分かるもの。ま
た、世帯の場合は、移住世帯員が同一世帯に属していたことを確認できる書類）

瑞浪市清流の国ぎふ移住支援金　申請チェックリスト

チェック欄 チェック項目

市内に住民票を移した日前に連続して５年間、県外に在住していた。

令和４年４月１日以降に住宅に係る建築工事契約または売買契約を締結している。
（共有で取得した時は、取得した世帯員の持ち分が1/2以上である。）

□ 住宅に係る建築工事請負契約書または売買契約書

□ 建物の登記事項証明書の写し（登記簿謄本）

申請者（世帯員を含む。）は、令和４年４月１日以降に市内に転入している。

申請日から５年以上、継続して市内に居住する意思を有している。

□

□ 瑞浪市清流の国ぎふ移住支援金交付申請書兼請求書

市内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、
働くことを自らの意思で選択して行われたものである。

申請者を含む世帯員全員に市税等の滞納がない。

□

□

□

□

□

□

就業先が、県内に事業所を有する法人、団体又は個人で、雇用保険の適用事業主である。（県外の法
人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず県内から通勤し、又は県内においてテレワーク
を行うときを含む。）

□

□

申請日の属する年度の４月１日時点で、申請者の年齢が３９歳以下である。

日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永
住者のいずれかの在留資格を有する者である。

（起業の場合）

県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしている。

□

□

□ 申請者（世帯の場合は、世帯員を含む。）は、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有
する者でない。

週２０時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業している。

施策協力
県又は市町村が実施する移住定住施策への協力（各種移住定住に係る調査及びインタビュー､セミ
ナーの講師等）をする。

移住支援金の交付申請時から移住５年目までの各年、現況調査に応じる。□

□

□

□

□

県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から５年以上継続して勤務する意思を
有している。（県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、県内から通勤し、又は
県内においてテレワークを行うときを含む。）

□ 市税等の納付状況および住民基本台帳の確認同意書（様式第２号）

□ 就業の場合：就業先の就業証明書

□ 起業の場合：営業証明書又は開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類

確認


